
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

○

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
三
条

公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
五
十
万
円

第
三
条

公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
五
十
万
円

以
上
の
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
（
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
調
査
並

以
上
の
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
（
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
の
設
計
及
び
調
査
並

び
に
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機
械
類
の
製
造

び
に
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
機
械
類
の
製
造

を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
工
事
の
材
料
費
、
労
務
費

を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
工
事
の
材
料
費
、
労
務
費
、

、
機
械
器
具
の
賃
借
料
、
機
械
購
入
費
（
当
該
工
事
に
お
い
て
償
却
さ
れ
る
割
合
に

機
械
器
具
の
賃
借
料
、
機
械
購
入
費
（
当
該
工
事
に
お
い
て
償
却
さ
れ
る
割
合
に
相

相
当
す
る
額
に
限
る
。
）
、
動
力
費
、
支
払
運
賃
、
修
繕
費
、
仮
設
費
、
労
働
者
災

当
す
る
額
に
限
る
。
）
、
動
力
費
、
支
払
運
賃
、
修
繕
費
、
仮
設
費
、
労
働
者
災
害

害
補
償
保
険
料
及
び
保
証
料
（
次
項
に
お
い
て
「
材
料
費
等
」
と
い
う
。
）
に
相
当

補
償
保
険
料
及
び
保
証
料
（
次
項
に
お
い
て
「
材
料
費
等
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す

す
る
額
と
し
て
必
要
な
経
費
の
前
金
払
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
経
費
の
四
割
を
超
え

る
額
と
し
て
必
要
な
経
費
の
前
金
払
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
経
費
の
四
割
を
超
え
な

な
い
範
囲
内
と
す
る
。

い
範
囲
内
と
す
る
。

２

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖

地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
）
に
際
し
災

害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（

東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
災
市
町
村
の
区
域
」
と
い
う

。
）
に
お
い
て
施
行
す
る
公
共
工
事
（
当
該
公
共
工
事
が
施
行
さ
れ
る
区
域
が
被
災

市
町
村
の
区
域
と
そ
れ
以
外
の
区
域
に
ま
た
が
る
も
の
を
含
む
。
）
に
要
す
る
経
費

に
つ
い
て
の
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
四
割
」
と
あ
る
の
は
、



「
五
割
」
と
す
る
。

３

公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
五
十
万
円
以

２

公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
工
事
一
件
の
請
負
代
金
の
額
が
五
十
万
円
以

上
の
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

上
の
土
木
建
築
に
関
す
る
工
事
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

も
の
に
お
い
て
、
当
該
工
事
の
材
料
費
等
に
相
当
す
る
額
と
し
て
必
要
な
経
費
に
つ

も
の
に
お
い
て
、
当
該
工
事
の
材
料
費
等
に
相
当
す
る
額
と
し
て
必
要
な
経
費
に
つ

い
て
、
前
二
項
の
範
囲
内
で
既
に
し
た
前
金
払
に
追
加
し
て
す
る
前
金
払
の
割
合
は

い
て
、
前
項
の
範
囲
内
で
既
に
し
た
前
金
払
に
追
加
し
て
す
る
前
金
払
の
割
合
は
、

、
当
該
経
費
の
二
割
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
す
る
。

当
該
経
費
の
二
割
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
す
る
。

一

工
期
の
二
分
の
一
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

一

工
期
の
二
分
の
一
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

二

工
程
表
に
よ
り
工
期
の
二
分
の
一
を
経
過
す
る
ま
で
に
実
施
す
べ
き
も
の
と
さ

二

工
程
表
に
よ
り
工
期
の
二
分
の
一
を
経
過
す
る
ま
で
に
実
施
す
べ
き
も
の
と
さ

れ
て
い
る
当
該
工
事
に
係
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

れ
て
い
る
当
該
工
事
に
係
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

既
に
行
わ
れ
た
当
該
工
事
に
係
る
作
業
に
要
す
る
経
費
が
請
負
代
金
の
額
の
二

三

既
に
行
わ
れ
た
当
該
工
事
に
係
る
作
業
に
要
す
る
経
費
が
請
負
代
金
の
額
の
二

分
の
一
以
上
の
額
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

分
の
一
以
上
の
額
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。


